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ま えが き

昭和 16年 12月 8日太平洋戦争勃発以後、 昭和20年 8月 15 

日ポツダム宣言受諾陀よる終戦Kいたるまでの期間陀なける本邦戦

時港湾施策は、とれを(1)政府の方針K基づく各種施策と (2)との施策

の影響を受けた民間港湾関係企業の推移と K分かつて論究し、さら

Kさかのぼって(3)太平洋戦争直前K訟ける本邦港湾の態勢からも筆

を起とすべきであろう n けれどもととでは紙数の制約から上記のう

ちの(引のみ陀限定し、 (1)なよび(3)は項目のみを付録K収めた。

さて今次大戦忙なける本邦戦時港湾施策を概観すれば戦局の緊迫

化陀伴い喪失船は増大し、造船の促進にもかかわらず船腹絶対量は

激減し、ために海上輸送力は激減してきた。よってこれが増強策と

しての圏内輸送面忙なける陸運転移、その他が講ぜられたというも

のの、かかる際Kなける船腹の積極的創出策としては、船舶稼行率

の向上陀ま つのほかほとんど策の施しょうも なかった。言葉をいい

かえれば、港湾荷役力の劃期的増強に主力が注がれた。しかる陀そ

の実施陀あたっては、施設、労働、空襲、疎開左どの陸路をみるよ

うになったれ随路打開困難裡K終戦を迎えた。そとで終戦時陀沿

ける港湾運送事情を最後K記述した。

才1. 港運会社(港湾作莱会社)

(1) 地区別団体と港湾作業会社の設立

港湾運送業等統制令陀よれ政府は 6大港Kっき、それぞれ G地

区(東京、横浜、東海、大阪、神戸、関門)を指定し、まずとの地

区別団体7];;昭和 16年 11月から 12月にかけて設立され、乙の設

立後K港湾作業会社の設立準備が進められた。(その後昭和18年

5月、樺太にも地区別団体が設立された。)かくて従来の船舶荷役
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業組合(昭和 15年 5月設立の船内荷役業者の統合団体)、海上運

送業海運組合(海運組合法K基き昭和 15年 2月設立の鮮船業者の

統合団体)、海陸連絡同業会(昭和 15年 5月結成の荷捌業者の統

制団体)はそれぞれ解散して、との地区別団体K再編されたn

さて、港湾運送業等統制令制定後約 1年 8ヶ月の準備時代を経て、

昭和]7年末までに本令適用ある全国 O7港中主要なる 6大港(東

京、横浜、大阪、神戸、名古屋、関門)はじめ 32地区、 46社の

港湾作業会社が設立完了し、その総資本金 2億 8678万円陀達し、

全国的Kほほ完成するの状況となり、さらK昭和 18年設立のもの

を加え、昭和 18年 11月初めまでに総計 65社の設立をみた。

(2) 一港一社主義の例外

港運会社は原則として一港一社主義が採られたが、例外として大

阪陀沿いては大阪港運、大阪石炭運送、大阪河川運送の三社、函館

陀珍いては函館港運、函館海陸作業の 2社が、それぞれの特殊事情

K鑑みて設立された。

(3) 港運会社の子会社

東京船舶荷役、東京筏、横浜船舶荷役、川崎船舶荷役(横浜地o
神戸船舶荷役、大阪船舶荷役、大阪筏、関門船舶荷役、小樽港筏運

送の 9社は、港運会社の子会社であって、船船荷役及び筏荷役等K

従事するものである。

(4) 港運会社設立後の荷役実績

函館三割、伏木二割、 名古屋五割の能率増強を示し、広島は従来

の 3念いし4倍となったと云われ、 昭和 17年 12月中Kお沿いては

全国主要港平均標準荷役力K比し約二割五分の上昇を示し、戦時海
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運能率増強K適切左統制施設であったとみられた。(昭和 18年 2

月1目、貴族院予算総会になける寺島逓相の説明参照)。

才 2. 日本港運業会

昭和 17年末までに港湾運送業等統制令適用全国 67港の中、 6 

大港をはじめ 32地区K作業会社47社の設立をみ、ついで昭和四

年 1月27日逓信省告示をもって中央団体会員資格者の指定、中央

団体の設立命令なよび設立委員の任命が行われ、引き続いて設立準

備を終え、同年 2月10日設立認可を受け、ととK地方港運会社、

船舶荷役会社、治岸荷役業者組合等を全国的K統制する中央団体た

る日本港運業会が新発足した。本会には支部のほか陀、地区港湾運

送業会があるn これは港湾運送業等統制令施行規則才 30条陀よっ

て逓信大臣が指定した 7地区(註)陀あるものである。

闘港湾運送業等統制令施行規則ニ依リ士区別団体ヲ設立セシムヘキ地区ぐ昭和

1 6年 9月20日、逓信省告示第 19 9 1号 )Kよれば、東京地区、横浜地区、

東海地区、大阪地区、神戸北抵豆、関門地区、樺太地区の 7地区と念っている。

才 3. 日本港運業会の華工、半島人労務者移入

(1) 華工り移入

昭和 19年に入るや、港湾労務状況は、極度K逼迫してきたので、

政府当局では前年度試験的に伏木港K配置した葦工の稼働成績良好

念る陀鑑み、昭和 19年 2月 28日次官会議で予算 (19年度)

2，2 6 3，0 0 0円をもって実施方決定せる華工の本格的移入を促進す

ること K決定したが、との華工の移入ならびK管理の一切は運輸通

信省から昭和 18年 2月10日創立の日本港運業会が、その移入念
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らび陀管理の主体と在ったれもっとも華工移入の実施陀際しては大

東亜省、その他関係官庁、船船運営会念らびに北京、上海なよ び大

使館等の協力があった。との移入計画55 0 0名陀対し 5455名

を移入し、さらK函館の東日本造船株式会社からの転換陀よる 402

名を加え、合計 5855名陀上った。しかるK、昭和 20年度Kつ

いては予算の決定を見左かったので、日本港運業会の負担と左った

が、とれら華工は小樽、函館、室蘭、船川、酒田、新潟、伏木、七

尾、東京、清水、大阪、神戸、広島、門司、八幡の 15港陀配置さ

れたが、その機動的運用措置として博多忙対しては門司よれ敦賀

に対しては神戸より、大阪陀対しては伏木よれそれぞれ1カ月な

いし2カ月間の臨機増援配置が行われた。

(2) 半島人労務者の移入

右華人労務者の移入と併行的陀半島人労務者の移入も行われたが、

その移入は厚生省の斡旋と日本港運業会の活動と陀より各港運会社

陀念いて各自が費用を負担し、朝鮮総督府を通じて移入管理した。

その予定数70 0 0名K対して実際は 37 9 8名であって、その配

置された諸港は、東京.川崎、 清水、名古屋、大阪、神戸、広島、

広畑、徳山、関門、若松、八幡、博多、長崎、敦賀、伏木、八戸、

室蘭の 18港であった。

ガア 4. 日本港遥検数莱会

港湾荷役力の劃期的増強を図らんがための全国 6大地区港運検数

荷捌莱の綜合統制機関が、昭和 19年 9月 19日認可された。同業

会々員IJ;;t1条Kは「港湾、荷役/重要部門タル各地港湾検数荷捌業ノ

綜合統制機関ニシテ日本港運業会ノ下部組織トシテ業務ノ改善合理

化ニ依リ国策遂行ニ協力スルア以テ目的トス」とある。
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才 5. 船舶運営会、船舶貨物総揚制を実施

船舶運営会は戦時港湾荷役増強陀関する閣議決定事項なよび船舶

貨物総揚制実施要領((甲)の71'4参照)陀基づき船船貨物総揚制

実施方針を決定し、 日本港運業会荷主、その他の関係者と諮り、昭

和 18年 6月22日船舶貨物総揚制実施要領を次の通b決定した。

(昭和18年 6月22日船舶運営会)

71'1. 総揚制の目的

戦時下港湾に沿ける計画荷役を実施し船舶運行能率の促進を図

り以て国家の緊急要請たる海上輸送力の画期的増強を期するもの

とす。

才 2. 総揚制の内容

総揚制は従来の所謂「総揚」と異り左の知き制度的意味を有す。

1. 総揚制は運送の一貫制特に港湾作業系統の一元化を意味す。

船舶運営会が荷役K対 し原則として貨物の積地荷受けより揚

地荷渡迄の一貫せる運送上の責任を負う即ち計画荷役遂行の

為運営会が荷主K対し貨物の揚積を含むー買運送を引受くる

と共に港湾作業K付ては荷主の直積直取に依らずして総て港

運会社をしてとれに当ら しめ以て港湾作業系統の一元化を図

るものとす。

2. 総揚制は所謂荷主河岸(元陀準ずる荷揚場所を含む以下同り

を全面的K否定するものに非ず。

但し本制度の目的が計画荷役を実施し本船速発を図る ζ とK

その重点を置くを以って之に支障を来すが如き遠隔僻地、不

良非能率的なる荷主河岸は閣議決定事項K示せる通D必要に
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応じ之が集約整理を行うものとす。

樹右実施に付ては成る可〈荷主の自発的集約整理方を懇意するものと

する。

3. 総揚制は必要K応じ仮揚をも実施するものとす。運営会は荷

主(荷送人なよび荷受人を含む以下同じ)の危険と費用と k

bいて概ね左の場合仮揚を為すととを得るものとす。 (4由民

付) 荷主が貨物の受取りを怠りまたは之を拒みたる場合。

(ロ) 荷主河岸が荷主の責任K帰すべき事由または天災不可抗力

に因る荷っかえ鮮船込等の為貨物の陸揚(水切)困難念り

と認められたる場合。

村 荷主が自己の都合陀依り荷主河岸陀於て一一一日

以上解船の滞泊を生ぜしめたる場合。

件) 荷主が河岸が甚しき遠隔地又は不良能率的左る場合陀して

本船速発陀支障を来すが如き場合p

制 貨物の性質、状態等K依り仮揚の必要ありと認められたる

場合。

付荷口少量(一一一屯以下 )左る場合。

(ト) 其の他非常緊急、の場合又は監督官庁より特に指示命令あり

たる場合。

註 (1) 仮揚すべき場所は原則として港運会社が準備せる場所中より運営会

之を指定す。

註 (2) 仮揚を為したる場合に於ける荷主κ対する運営会の運送契約上の責

任は仮揚完了の時を以て終了するものとす。但し運営会は荷主よ b

右仮揚場所よ b港湾運送を依頼せられたるときは当該実情に応じ荷

主の危険と費用とK於て之を引受くるととを得るものとす。

註 (3) 仮揚K因りて生ずる貨物の損傷、減量、特殊費用等は荷主の負担と

す。
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(1) 総揚制の意義

本制度は従来の所謂総揚制(仮揚)とは異質のものであって、運

送の一貫性、特に港湾作業系統の一元化を意味寸るものである。す

念わち本船才一主義の荷役体制を指し、計画配船即応の計画荷役を

企図せるものである。

付) 運送の一貫性

船舶運営会は、海上運送なよび積揚地陀なける港湾運送の一

貫輸送を行い、荷主K対しては積地荷役から揚地荷役までの運

送上の責任を負うものである。

(ロ) 港湾作業系統の一元化

右の場合、港湾作業は港運会社K一括請負わしめるから、港

運会社は船船運営会の運送契約義務履行についての履行補助者

の地位になかれる。もちろん船舶運営会の対荷主運送契約は積

揚地陀於ける船内人夫賃、鮮賃、その他の諸掛を含むところの

運送賃K変更された。

侶)荷主河岸

総揚制では計画荷役、本船速発K重点がなかれるから、とれに支

障をきたすような遠隔地、不良非能率念荷主河岸は必要K応じて集

約整理せんとするものであるのけれども、従来の荷主河岸を全面的

K否定せんとするものでは左い。す左わち優良河岸はむしろ積極的

K新設の方針がとられた。

(3)仮揚

本船速発陀支障をきたすが如き場合、船舶運営会は従来の意味の

総揚す左わち仮揚を行うものである p とれが実施される場合につい

ては実施要領才 2lfC.7つの場合が列挙されている。(内容省略)
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1. 仮揚の責任

船舶運営会は、仮揚完了時をも って荷主忙対する運送契約上

の責任が終了する。ただ問題となるのは、仮揚後荷渡しまでの

保管は、運送契約上の延長にあらざる民法上の善管注意をもっ

て寸ればよしその保管費用は荷主の負担と左る。

2. 仮揚後の貨物処理

仮揚された貨物の仮揚された場所から才二次輸送のために、

その港湾運送を荷主から特K船舶運営会が依頼された場合Kは、

港の実情K応じて荷主の危険、費用にかいて引受ける。ただし、

とれは運送契約の延長ではなくして別個の附帯契約とみられる。

3. 仮揚貨物の損傷填補

仮揚貨物の損傷は、荷主負担である p ただ し、 荷主の責K帰

すべからざる事由花より仮揚した場合は、 これに要した費用中、

左陀該当するものは船舶運営会の負担とした。

(イ) 仮揚場所(rC:f:，"ける貨物の保管または監視に要する費用

(ロ) 仮揚場所より荷主河岸までの才二次港湾運送をなしたる場

合、その港湾運送料(認可料率)と本舷船側から仮揚場所K

陸揚げするまでの港湾運送料との合計が本舷船側から直接荷

主河岸K陸揚げ寸るまでの港湾運送料よりも超過したる場合

はその超過額n

(4) 総揚制の実施範囲

1. 港湾運送の範囲

港湾運送の範囲Kっき、昭和18年 4月 14日、海務院、船舶

運営会、 日本港運業会、主要港運会社の合同懇談会は、船内荷役、

鮮廻漕、治岸荷役を含む海陸連絡の一貫作業を目標として総揚制

の作業は原則として荷捌を含む指岸荷役までと結論 した。とこK
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治岸荷役までの範囲というのは、港湾運送業等統制令芳2条規定

の範囲である。(註1) 従って陸上小運送は除外されたもので

あるο 要する陀、総揚制では港湾運送業等統制令施行規則芳8条

の業種指定の才一種から芳五種までの事業を含むものである。

(註 2)。

しかるK、工場河岸、営業倉庫河岸、日本通運倉庫等K在つて

は、港湾運送業等統制令施行規則方 2条の除外規定陀より治岸荷

役作業を取扱い得るため、統、揚制実施陀当り船舶運営会が、港運

会社以外陀とれらとも下請契約を左すときは複雑となるからして、

港運会社との契約一本建とした。その結果港運会社は船舶運営会

K対し船内から泊岸までの作業を一貫して請負った後、治岸の面

忙ないては倉庫会社と寄託契約を結び、また右以外の他の面では

委託または協定等の形態で一貫作業陀対寸る責任を負うとととさ

オ1..-1と。

第2条 本令ニ於テ港湾運送業トハ海上運送ニ附随シテ貨物ノ船積文ハ陸

揚ノ為荷捌、積卸又ハ静船若ノ、曳船ニ依ル運搬ヲ為ス事業及此等ノ

作業ノ請負ヲ為ス事業ヲ謂フ

「註2) 港湾運送業等統制令施行規員iJ第8条、業種指定「昭和 16年 9月

20日逓信省告示第 19 9 0号〕

第一種 C海運業者ノ、荷主トノ間ノ請負契約ニ基キ船積又ノ、陸揚荷捌ノ作

業ヲ為ス事業)

第二種 ぞ海運業者又ノ、荷主トノ間ノ請負契約ニ碁キ船内荷役ノ作業ヲ為

ス事業及其ノ下請ヲ為ス事業〕

第三種 f停船又ハ曳船ニ依ル運搬ヲ為ス事業〉

第四種 ぐ捌合ノ積卸文ハ上屋へノ搬出入ヲ為ス事業及其ノ下請ヲ為ス事

業〉

第五種 「木材ノ;積卸、筏組及運搬ヲ為ス事業〕
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2. 港湾及び貨物の範囲

本制度実施の港湾及び貨物の範囲は、逐次増加するととと し、

とりあえず内地港湾中、港湾会社が確立されている所陀ないて揚

荷の場合から実施K移された。す念わち昭和 18年 6月、横浜、

名古屋、大阪、神戸、広島、関門陀なける台湾米の総揚制実施か

ら始められ、 6大港以外UてさらK、広島、長崎、伏木、新潟、清

水、若松を加えた 12港で実施された。また貨物は石炭、紙、パ

ルプ、セメント、砂糖、台湾米、盤石、石灰石の 8品目であった

が、後Kは 23港、 34品目K増加された。

3. 実施船舶

原則と して汽船K実施するものと し、 機帆船については芳一次

的Kは石炭積込のみ陀実施されたが、その他の貨物の機帆舷積は

実施陀いたら乏かった。

(5)料率

港湾作業料は船舶運営会が荷主から受け取り、とれを港運会社陀

支払われた。そして作業料は原則として認可料率を採用し、船舶運

営会と荷主との運送契約の内容は、本船運賃と港湾作業料との二本

建とされた。ただ し船内人夫賃を含める公定又は認可の本船運賃は

そのままとされた口

(6) 荷役責任量

1. 荷役責任量の必要性

総揚制実施Kより荷主は、従来負担せる ランの責任を解除され

るととに念ったので、 ζれ陀代って港運会社が一定荷役量の責任

を負うことにt:ったわけである。
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2. 貨物別標準荷役量の決定

前記ラン制度は、その後戦局の推移K伴い港湾荷役状態は、 (1)

労務者不足、 (2)A舷、 B舷と C舷との関係、 (3)船団が一時Kかた

まって入港するための作業量の波状性等のため激変をきたしたの

で、貨物別標準荷役量の設定が早急、K望まれた。この問題陀つい

て船舶運営会では昭和 18 年夏、す~わち総揚制実施の当初から

すでに総揚制適正荷役責任量設定委員会を設け、対荷主海上運賃

附条件としてラン制度とは全然、その性質を異にせる、港湾自体の

荷役能力を基準とせる標準荷役責任量左らび陀これが附帯条件の

確立に努めた結果、ょうやく昭和 19年 8月20日、運輸通信省

海運管:7t2499号をもって認可され、同年 8月20日以降実施

の運びとなった。その内容は各港別、船型別(註)品目別に一日

荷役責任量が定められたものである σ それによると、船型は大小

二種、港湾は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門、若松、清

水、広島、長崎、新潟、伏木、敦賀、舞鶴、七尾、富山、直江津

船川(秋田港を含む〉酒田、八戸(鮫)、塩釜、青森、下北(大

湊)の 23港湾であるn

また品目別では 1石炭、 2.コークス(粉塊)、 3.ピッチ及びピ

チコークス、 4.コーライト、 5.鉄鉱石、 6.銑鉄(海綿鉄を含む)

7.鋼材(シート、ノζーブノレーム、インゴツ卜等)、 8.屑鉄(プレ

ス、撤)、 9銅、 10.亜鉛、亜鉛鉱、 1l.硫化鉄鉱、 12.銅鉱石、

満俺鉱、石灰石、 13.盤石、黒鉛(土状、鱗状を含む)、 14.珪

石、 15.粘土、 16.マグネシウム、マグネサイト、 17.ボーキサイ

ト¥ 18.耐火煉瓦、 19.原鉄(粒鉄)其他鉄鉱石、 20.曹達類、

2l.塩、 22.セメント、 23.洋紙、パノレプ類、 24飼料其他雑穀、

25.大豆、 26.化学肥料、 27.米、 28燐磁石、 29砂糖、 30枕木

類、 3l.綿花、 32.生ゴム、 33.工品、 34.雑貨の計 34~ 品で、以
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上三者が組み合わされて表示されているのが、「総揚制標準荷役

責任量並ニ附随条件J(昭和 19年 8月 2目、運輸省海運管芳 2

499号認可、昭和19年 8月20日以降実施であるの

f註〉 大型船は総屯数1!l 0 0屯以上の港舷‘小型は総屯数100屯らLと

1 0 0 0屯未満の汽船

(7) 総揚制採用後の実績

給、揚制は全貨K実施されず、しかも実施作業範囲は区々(或る貨

物は治岸着、或る貨物は陸揚てまで等)であったからして、予期の効

果は挙がらなかったn しかし石炭陀ついてみれば好結果をもたらし

た。例えば、裏日本諸港、殊K酒田、船川、新潟、伏木千港では総

揚制実施前は鉄道炭の荷役指揮系統が他炭のそれと異っていたので、

石炭の綜合的荷役作業上の支障をきた した点少念しとし左かったが、

鉄道炭、日本石炭の石炭ともに総揚制を実施するように念った昭和

1 9年度陀沿いては、とれが計画荷役には船舶運営会が当り、石炭

の需給関係、労務、資材の事情等をKらみ合わせて綜合的計画荷役

が実施されたので、荷役力昂揚上相当効果を挙げた。参考のため石

炭荷役積表(詳細は省略)についてみるに、総揚制実施後陀かいて

荷役能率が標準荷役責任量を上廻った諸港は、昭和 19年度では舞

鶴、敦賀、土尾、伏木、富山、直江津、新潟、酒田、秋田、 青森、

八戸、塩釜であり 、昭和 19年度では七尾、直江津、塩釜、秋田で

あった。それは昭和 19年は戦局悪化の影響が、まず太平洋岸K現

われて来たので太平洋岸諸港は入貨減少しきたり、かつ労務不足の

ため港湾荷役能力が著しく低下したのであった。とれK反し、裏日

本諸港にあっては当局の指示もあって、北海道炭の仲継港としての

入貨が増大し、一方諸港の港運会社は常VCIデマ」支払の形と左る

に反し裏日本諸港の港運会社は「デマ」受取の形と念り、前者は不
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満を抱〈ょう陀在ったが、それにしても昭和 20年K友ると空襲そ

の他諸条件の悪化陀よって港湾荷役能力は各港いずれも著しく低下

するよう陀左ってきた。

ガァ 6 日本倉庫業会

(1) 日本倉庫業会の倉庫業統制確立に関する意見

日本倉庫業会は、昭和 16年 6月 3日創立されたが、その前は明

治 33年 12月結成の日本倉庫業聯合会が昭和 7年 7月K日本倉庫

協会と改称されたものである。との日本倉庫業協会は任意団体であ

る関係で企業者を必ずしも網羅し左かった。もっともその後陀なけ

る改組後は商工組合法陀より倉庫統制組合たる地区組合のみ念らず

日本倉庫統制株式会社をも統制するととろの中央統制機関の性格K

変更されたので、その段階Kお‘いては全業者の統制団体となった。

昭和18年 11月新設の軍需省の出現によって従来倉庫業を所管し

ていた商工省は廃止され、事後倉庫業の所管は運輸通信省に移った。

しかし倉庫業の所管は運輸通信省の中でも、 海運綜局と鉄道総局と

の双方で分離所管されるように左った。そとで日本倉庫業会では倉

庫行政の一元化について官制上の問題たる臨時倉庫の意義を港湾の

フロントを占むる接岸倉庫のどとく狭義陀解せずして、港湾都市倉

庫の意に広義解釈する者の臨時倉庫K係る意見書を昭和 18年 11 

月22日発表した。それよりさき昭和 18年 10月21日Kは、日

本倉庫業会は「倉庫行政の確立並運用に関する陳情書」を当局K提

出して港湾倉庫と奥地倉庫との二途陀分かって所管されざるよう進

言した ζともあった。かくて運輸通信省企画局が新設され、その局

内陀一課(方四謀〉が設けられ、それが倉庫営業統制の企画K関す

る事項及び倉庫営業K関寸る事務の綜合調整K関する事項を掌るよ
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う陀在った。とれよりさき「倉庫荷役力増強ニ関スル件 」が昭和

1 8年 1月23日附をもって商工省企業局長から日本倉庫業会々長

長宛通牒された。

商工省企業局長豊田雅孝発、日本倉庫業会々長

三橋信三宛

最近ノ情勢ニ鑑ミ倉庫荷役力ノ増強ハ喫緊ノ問題ナルニ付差当リ

全国主要港湾都市ニ於テ倉庫業及之ガ附帯業務ニ関スル荷役ア引受

クル業者(下請業者ア含ム)等ア以テ荷役業ノ統制組合ア結成シ適

切ナル運営ア為サシメ度 ト存候ニ就テハ之ガ結成ノ指導、斡旋方可

然御措置相成様致度此段及通牒候也

右 K対し日本倉庫業会では左のどへき倉庫の統制確立陀関する意

見を政府当局K提出した。

(2) 日本倉庫業会の倉庫業統制要綱

倉庫業ノ統制確立ニ関スル意見(昭和 19年 1月 25日

附日本倉庫業会より内閣総理大臣、運輸通信大臣、其の

他政府軍部等関係方面K提出)

従来政府ニ於テハ屡倉庫業ノ統制ア企図セラレタルニモ拘ラズ、

諸般ノ事情ニ妨グラレ未ダ其ノ実現ア見ルニ至ラザルハ吾人ノ甚ダ

遺憾 トスル所ナリ、然ノレニ現下苛烈ナル決戦段階ニ於テ戦力ノ飛躍

的増強ガ国家ノ至上命令トシテ叫パルノレ秋ニ当り独リ倉庫業ノミガ

戦時統制経済ノ埼外ニ立ツコトハ最早許サレズ、倉庫業ノ決戦化ノ

為メニハ速力ニ斯業ノ統制ア確立シ国家ノ要請ニ即応スル如キ態勢

ア整ヘザルベカラズ、倉庫企業ノ国家的使命ハ戦局ノ進展ニ伴ヒ愈

重大トナリ直接軍需其他戦力物資ノ海陸輸送卜密接不可分ノ関連ア
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有シ叉空襲必至ノ情勢下ニ於テハ重要物資或ハ非常用物資ノ分散貯

蔵等公約機能ノ増大ア要求セラレツツアリ 、政府ニ於テモ時局下倉

庫業ノ重要性ヲ深ク認識セラレ斯業ノ運輸通信省へノ移管ア契機ト

シ新タナル構想ア練リ倉庫ノ統制ニ付成案ア急ガレツツアルモノト

思料スノレモ、 日本倉庫業会ニ於テハ業会ノ構フベキ方向決定ア念願

スル全国五百有余ノ斯業者ノ総意ニ徴シ幾度カ理事会ア召集シ慎重

審議ノ結果左記ノ知キ倉庫業統制要綱ニ関スル完全ナル意見ノ一致

ア見タルヲ以テ愛ニ政府当局ニ対シ建議シ、倉庫企業ノ創意ト責任

態勢ノ確立ア基調トシ速力ニ斯業ノ実情ニ即シタル統制ア実現セラ

レン コ トア要望ス

1. 根本的ニハ全国倉庫業ノ一元的統制ノ実現ア目途トスノレコト

1. 差当り東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門ノ六大港及之ニ

密接ナル関連ア有スル近接地区ニ於ケル倉庫並附属設備ノ借上運

営ア為ス一元的倉庫統制会社ア設置スルコト

1. 右倉庫統制会社ハ下部機トシテノ実務担当者ノ如キ代行機関ア

置カズ直接自ラ強力ナル一元的運営ノ衝ニ当 jレコト

1. 公共ノ倉庫、上屋及附属設備等ノ施設モ一体トシテ右倉庫統制

会社アシテ綜合運営セシムルコ 卜

1. 六大港及之ニ密接ナル関連ヲ有スル近接地区以外ノ地方ニ於ク

ノレ倉庫業統制ノタメ ニ地域別ノ倉庫統制体ア結成スルコ卜

1. 日本倉庫業会は之ア発展的ニ解消セシメ六大港中心ノ倉庫統制

会社ト地域別ノ倉庫統制体トア以テ中央ニ法的恨拠ア有スル簡素

強力ナノレ全国的統制機関ア設ク以テ全国倉庫業統制ノ完壁ア期ス

ノレコト

1. 以上ノ如キ倉庫業ノ全面的統制ア実現セシメ円滑ナノレ統制運営
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ア期スノレ為メ倉庫統制令ノ如キ国家総動員法ニ基ク単行勅令ア公

布セラレ度キコト

但) 日本倉庫業会の改組による中央統制機構の確立

後述するどとく倉庫統制は、昭和 19年中K急転直下的K完成さ

れた。その芳一段階は、 日本倉庫統制株式会社(昭和19年4月

2 4日登記、同年5月 1日開業)の発足、方二段階は、地区別倉庫

業統制組合(昭和 19年 6月中、各所に設立)の成立、芳三段階は、

右両者の中央統制機構の確立、すなわち日本倉庫業会の改組陀よる

新発足(昭和 19年 10月1日)である。運輸通信省では前二者の

中央統制機構として最初は倉庫統制令の設置を考量したが、名目よ

りも実質の方針をとるとととなり、既存の日本倉庫業会を改組強化

して任意団体ではあるがそれに統制会的性格を持たしめるとととし

た。よって日本倉庫業会では、とれ陀伴う定款変更(註)、機構の

拡充強化、その他の改正を行い、昭和 19年 10月 1日から新発足

し、会長陀は日本倉庫統制株式会社々長清水光美が就任したが、同

氏はまた日本港運業会々長も兼ねた。

(註〉 日本倉庫業会新定款「昭和 19年 10月1日改正〉

第 5条 本会ノ、倉庫業統制組合及日本倉庫統制株式会社其ノ他倉庫業ヲ

営ム者ヲ以テ之ヲ組織ス支社支J苫又ノ、出張所ハ独立シテ会員タル

コトヲ得倉庫業ヲ営ミタル者ユツテ統制ノ為其ノ事業ヲ休止シ居

ル者ト モ本会ノ会員タノレコトヲ得会員ハ其ノ代表者ヲ定メ本会

ニ届出ヅルコトヲ要ス、其ノ変更アリタルトキ亦同ジ

第 10条 会長ハ運輸通信大臣之ヲ命免ス

理事、監事及評議員ハ会長代表者(第5条第2項ノ規定ニ依/レ会

員ヲ除ク〉又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ会長之ヲ任命ス但シ監事

ノ任命ハ評議員会ノ推薦ヲ経ルコトヲ要ス
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第 11条 理事、監事及評議員ノ任免ハ運輸通信大臣ノ認可ヲ受グノレモノ

トス

才 7. 日本倉庫統制株式会社

昭和 19年8月24日情報局発表の倉庫業統制要綱 ((甲)才10

の 1参照)の大要は左の如くであった。

1. 借上運営を目的とする統制会社令陀よる統制会社の設立

2. 右と併行して、商工組合法による統制組合の設立

3. 以上陀よる統制会社及び統制組合をも って、さらに重要産業

団体会による統制会の設立

であったが、以上の三施策は相継いで進行し、 3は前述したから ζ

とでは 1の統制会社陀ついて述べる。 (2Kついては後述するわ〉

それが寸なわち日本倉庫統制株式会社である。

1. 5 4業者(註)K対する統制会社設立命令

昭和 19年 8月 30目、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門

の 6大港都市陀珍いて主たる営業を左す者(但し所管倉庫坪数500

坪以上の者)及び他の土地陀為、いて主たる営業を在すも 6大港都市

陀沿いて所管坪数 500坪以上を有する者は新会社で経営すること

と左った。なお;"¥ 6大港陀かいて主たる営業を左す者が他の土地忙

ないて経営している倉庫については、便宜原則として切D離さず新

会社で経営寸るとととされた。

さて、昭和 19年 4月1日詮衡委員任命、同月 4日設立委員選任

即日認可、同月 7日設立委員会、同月 8日設立認可、同月 24日設

立登記、同年 5月1日開業の運びとなった日本倉庫統制株式会社は、

統制会社令による戦時国策会社で、輸送力増強と計画保管の完遂を

目的とし、左の 2点が注目される。
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1. 主要港湾の倉庫を借り上げて一元的陀経営すること。とれは、

さき K日本倉庫業会が建議した業者の総意陀よる統制方式が

認められたものである。

2. 従来、普通のトンネル会社式統制会社と異なり、現実に業務、

設備、人員の供出を受けて生産行為自体を直接に営むから、

現業把握の点陀沿いては会社合併の場合と異ら左いζ と。

なな、本会社の事業は次の通り定款K規定されている。すなわち

(1)倉庫営業、 (2)上屋業、 (3)荷役及び荷捌業、 (4)船舶破繋場業、 (5)前各

各号K掲ぐる事業のほか本会社の目的を達するため必要なる事業で

ある。

次陀本会社の営業所は、本社を東京K、支社を東京、横浜、名古

屋、大阪、神戸、関門になき、との 6大港都市K主たる営業を左す

業者の他の地方の営業所をも本会社が経営寸るので、四日市、ーノ

宮、津島、鹿児島、若松等(5月1日〉及び函館(7月1O日〉忙

ないても営業するとと Kなった。但し小樽は同地方で地区組合が進

捗中という特殊事情で除外された。

樹昭和 19年 4月1日附会吐設立受命業者

〔主たる営業所在地) C業者数〕
東京 2 8 

横 浜

名古屋

大

神

関

阪

戸

門

9 

4 

9 

? 

2 

合計 fi 4 

〔業者の名称〕

三菱、三井、渋沢、日本通選、日i筒、安田、
帝国倉庫運輸、日本、東京、倉庫運輸、東
京銅銑、岩友、乾、旭、王子、大信、深川、
昭和、志水、近藤商事、押田川商事
横浜、横浜新港、横浜共立、辰己、帝国、
糸金港、横浜共問、横浜貿易、横浜商品
東陽、四日市(本庖四日市〉、運搬合資、
半田運送倉庫(本庖半田〉
住友、杉村、東洋、天満、宮鳥組、鳥井組、
谷川運送庖、寺田組、大阪
川西、森本、横山、鈴鹿(本庖東京)、是
則違送底、日本製米製粉、上組合資会社
下関、 邑本
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ガァ 8. 商工組合法Kよる地区別倉庫統制組合

日本倉庫統制株式会社の設立と呼応し、とれを補充寸る意味忙な

いて考慮されていた商工組合法による倉庫業統制組合の設立Kつい

て昭和 19年 5月 24目、運輸通信省は告示をもって商工組合法才

1 2条才 1項Kよる設立命令を発した。かぐのどとく任意設立の形

式陀よら念かったのは迅速を期したからである p そして設立認可申

請日を同年 6月 15日とし、組合員たる資格は地区内陀沿いて倉庫

業を営む者(冷蔵倉庫業及び水面木材倉庫業を営む者は除く)とさ

れ、地区は概ね地方行政協議会管轄地域別陀定めるものとされた。

そとで、各組合は同年 6月中に定款等を定め、指定期日までに悉く

設立を完了(登記の日)したが(註)商工組合法Kよる地区別倉庫

統制組合の設立により従来の都市又は府県単位の日本倉庫業会支部

は解散寸べきわけであるが、日本倉庫業会と本組合との聞には連絡

が念い関係上、右支部と本組合とを表裏一体関係(fLjO~くよう措置す ・
るとして、右支部は当分存続K決した。叉日本倉庫統制株式会社の

支社が存在寸る関東、東海、近畿、九州の本組合陀ついては日倉支

社支庖長が本組合理事長を兼務就任することとなった。

駐)商工組合法による地区別倉庫統制組合主要内容

〔名称〕 〔創立総会〕 〔事務所所在地〕 〔会員数〕

北海倉庫業統制組合 6 . 10 樽 89 

東北 fI fI 6 日 仙 ぷEコ品、 96 

関東 fI fI 6 日 東 京 83 

北陸 fI fI 6 7 新 潟 83 

東海 /1 " 6 8 名古屋 94 

近畿 " " 6 . 10 大 阪 40 

中国四国 fI 6 . 10 広 島 47 

九州 " /1 6 8 門 司 37 



• 

-22-

ガァ 9. 財団法人港湾改善協会

財団法人港湾荷役改善協会の発端は、昭和 16年海運統制令の改

正陀伴う船舶荷役賃率の一般的是正K当り差当り東京、横浜、名古

屋、大阪、神戸の各港K港湾中から一定歩合を右機関忙醸出せしめ

荷役労務の確保改善施設事業を行わしめるという政府の方針(昭和

1 6年9月 8日決定)陀従ったものであって、昭和 17年以来左記

の通り各地K設立をみた。同協会の目的及び事業は左の一例に示す

通りである。

財団法人横浜港湾荷役改善協会寄附行為

才8条 本会ハ港湾荷役ノ改善ア図リ船舶運航能率増進ニ寄与ス

ルア目的トス

;t4条 本会ハ前条ノ目的ア達スル為左ノ事業ア行フ

1. 港湾荷役能率増進ニ関スル施設ニ対スノレ助成

2. 港湾労務者ノ確保ニ関スル施設及之ニ対スル助成

3. 港湾労務者ノ養成訓練其ノ他港湾労務者ノ素質向上ニ

関スル施設

4. 其ノ他本会ノ目的ア達成スノレ為必要ナル事業

財団法人港湾荷役改善協会は、その主管海運局次長が理事長とな

り、所在関係官庁、港運会社、荷役会社、団体等よ bそれぞれ代表

を選出し、その内理事及び監事は評議員会の推薦Kより主務大臣が

之を指名し、又評議員は理事長が主務大臣よりの認可を得て任命し

ていたが、その後官公吏及び団体代表者たる役員の異動頻発するK

及び共管官庁厚生省と協業の上、昭和 19年4月19日からは寄附

行為を改正し、主務大臣宛異動の届出のみですむよう K左った。

在る¥昭和 18年 5月 17日Kは鈴木貞一行政査察使一行は横浜
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港湾荷役改善協会の査察を行った。

財団法人港湾荷役改善協会設立状況(昭和 19年 7月末現在)

名 称 設立年月日

財団法人横浜港湾荷役改善協会 昭和17年 11月 10日

今 大阪 。 1 8年 8月 29日

。 東京 。 1 8年 4月 15日

-'/ 神戸 。 1 8年 8月 10日

。 名古屋 イシ 1 8年 8月 10日

。 四日市 ィシ 1 8年 10月 21日

。 関門 。 1 9年 7月 19日

才 10.終戦時Kなける港湾運送事情

戦災陀よる全国港湾施設の能力損耗率(註〉は、①雑貨陀たいす

る施設約 60 %、②撤荷陀たいする施設約 30%といわれる。

闘戦災による能力損耗というのは、戦争によ る施設の破壊bよび戦時中の維

持補修の放置による航路、泊地の埋没、施設の腐朽による損耗を戦前と比

較したものである。

(1) 終戦直後から港湾運送業等統制令廃止直前までの期聞にな

ける港湾運送事情

昭和 20年 9月 28日附連合軍最高司令部覚書「日本非戦闘用船

舶の利用」は、港湾荷役力の不足が終戦処理の円滑念遂行陀支障を

きたすととの著しいのK鑑みて発出されたものであるが、との覚書

陀接するや、政府は同年 10月 12日附厚生省、運輸省令方 1号昭

和 20年勅令方 54 2号陀基〈港湾荷役力及船舶等造修能力ノ確保

昂上ニ関スル件を発令し、港湾荷役力の確保向上のため港湾運送業
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者陀たいし 1日24時、 1週 7日間作業ならび陀賃金その他を規定

し、との省令Kもとづいて荷役責任量ならびVC24時間作業命令が

4 9社K対して為せられた。(註 1) 

との場合荷役責任量K対応、ーする荷役力維持の責任あると同時陀、

実際の取扱高が予定責任量陀達し左い場合陀は政府から損失が補償

された。(註 2)

(註1) 第一次指定会社は昭和 20年 10月 12日東京港運等38社、第二次

指定会社は同年11月宇部港運等11吐、合計49社。

ぐ註2) 昭和 20年 10月、 1 1月、 12月の8ヵ月分総額29 320 0 0円

の損失補償金が46社Kたいし昭和 21年3月K交付された。左な21 

年1月以降は作業命令は出され左かった。

かくて終戦の年の空白状態の危機は一応乗り切ったが翌昭和 21 

年には連合軍の救済物資、とと陀食料の輸入が開始されたので昭和

2 1年 7月 25日次官会議で「食糧輸入外国船の荷役力増強Kつい

て」をもって措置要領が定められた(註)。念念、横浜港Kは最も

多〈船舶が集中するものとして本次官会議備考にもとづいて現場処

理機関として「横浜輸入食糧輸送対策本部」が設置された。

ぐ註) 1. 海陸を通じ 24時間荷役を実施し之がため静曳船の修理を促進し之

K必要を食糧の確保を図る。

2 本船背後、鮮回転率の増強を図るため上屋、物揚場、荷役機械の修

理主主びK必要個所の緊急、波諜を行う。又進駐軍占領の岸壁上屋の一

部開放の懇請。

3. 近接港からの労務者、解、曳船等の応援並びK機帆船、無動力船の

動員

4. 輸入食糧仕向地の速か念決定、之に関連する鉄道輸送力の増強、荷

役能力の増強、陸上小選送力の優先使用。

5 労務者休息設備の整備。

6. 配船のー港集中をさけるため各港分散の懇請。
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つぎに港運業と関係深い港湾倉庫陀ついてみる医、 6大港倉庫の羅

災は 45%で終戦時Kは約 37万坪K減少したので横浜、名古屋、四

日市、神戸、門司Kは全額国費をもって 12 9 5 0坪の国立簡易倉庫

が建設されたけれども、連合軍が接収した倉庫も少なく念かった。の

みならず、っき'の各社はそれぞれ閉鎖機関、制限会社、集中排除指定

会社とされたわ (註)

(註〉 倉庫関係の閉鎖機関、制限会社、集中排除会社f本表中Kは昭和22 ，23 

年に指定のものを含む〉

会社名 指定年月日 備考

閉鎖機関 全国冷凍商工業協同組合 昭和 22年 10月23日

日本倉庫業中央会

制限会社 三井倉庫株式会社

三菱倉庫株式会社

住友倉庫株式会吐

渋沢倉庫株式会社

安田倉庫株式会社

指定会社 三井倉庫株式会社

三菱倉庫株式会社

住友倉庫株式会社

渋沢倉庫株式会社

東陽倉庫株式会社

四日市港運株式会社

京都倉庫株式会仕

中央倉庫株式会社

川西倉庫株式会社

日本通運株式会社

日本冷凍株式会社

五十嵐水産株式会社

企業再建整備会社会よび整備計画ぐ省略〉

2 2年 9月 16日

2 0年 12月 8日

I! 

I! 

2 0年 12月11日

I! 

2 3年 2月22日

11 

I! 

I! 散

散

散

散

散

散

散

散

散

解

解

解

解

解

解

解

解

解

11 

I! 

11 

11 

11 

11 

I! 

11 
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(2) 港湾運送業等統制令の廃止

終戦翌年の昭和21年、戦時中ー港一社主義であった独占的経営

形態では却って荷役の非能率化をきたすことが問題とえt!? ¥就中横

浜港について強調されるよう陀左ったので、政府は昭和21年 7月

つぎの戸明を発した。

「港湾運送業の運営形態は従来統制令陀為、ける企業開始許可の運

用VC;t'"いて港運会社ならびK乙オL!tL準ずるもの以外は、とれを認め

念い方針をとりー港一社を原則としてきたが、今後は信用経験ある

ものならばとれを許可するとととする。また許可の際附したる地域、

業種、取扱品目の制限も撤廃する。かくして競争忙よる能率の向上

を期することとしたい。」

との戸明陀よって港湾運送業の複数制復帰の途が開けた。かくて

港湾運送業等統制令は、昭和 20年法律才 44号国家総動員法廃止

法律なよび昭和21年勅令方 18 1号国家総動員法の施行期日を定

める件陀よって昭和21年 9月末日をもって廃止と左った。しかし

実際問題としては従前の港運会社、船舶荷役会社、治岸荷役会社そ

のものは同令の廃止と同時K解散とはなら左かった。それというの

は、これら陀は従来各業者所有の鮮船、曳船その他の施設や、営業

権左どが現物資されていたので、同令は廃されたといってもとれら

施設の返還または譲渡を受けなければ事業の開始は不可能の状態で

あったから、複数制を目標とする業界再編成の実現をみなかった。

しかるに、占領箪当局が京浜運輸株式会社の独占性にたいし強硬な

意見を表明するK訟よんで、昭和22年 9月 16日同社は閉鎖機関

令才 1条Kより閉鎖機関K指定された。そのうち同社事業の重要性

K鑑み同社の従来の業務はすべて指定業務として継続実行すると と

が、閉鎖機関令方 3条陀より許可され、昭和 23年 5月閉鎖機関整

理委員会から、京浜運輸株式会社K対し自己所有の鮮、曳船を供出
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て株式を取得した同社の現株主及び|吋株主に鮮、曳船を返還譲渡す

るとの方針が発表された。かくて、京浜運輸株式会社の整理は昭和

2 3年 9月 30日完了したので、同社の指定業務もまた取り消され

て同社はととに完全に閉鎖された。との京浜運輸の解体と併行して、

その他の主要港運会社、船舶会社陀たいして業務活動の規制が発せ

られた。(註)それは京浜運輸の解体を知った他の港運会社が自己

資金を処分するととの念いよう K財産保金のための差押的措置であ

った。との業務活動の規制を受けたものは 13 社 VC:Þ~ よぶが、とれ

ら会社の解体方法としては①京浜運輸と同様方式によるものと、②

しからざる方法陀よるものとの二種とされ、 前者Kついては昭和初

年 12月 10日大蔵省、運輸省が、また後者陀ついては昭和24年

1月 12日総司令部民間運輸局メモが発せられた。

国 日訴口 23年 4月12日附総司令部経済科覚書

港運会社等の規制の件

L 運輸大臣は本覚書別表に掲げる各会社に関し左の事項につき適切左る措

置を直ちKとるべし。

(司 当該会社は如何在る固定資産も処分してはをら左い。

(防 当該会社の通常業務の一般的遂行に伴う支出を除き如何在る支出も念

しては走らない。

(c) 当該会社は給料或は如何在る種類の報酬の支払も増加しては念ら1.l¥/>。

(め如何念る種類の記録、報告なよび文書を滅失または移動してはずら念

レ、。

2. 当該各社は 19 4 8年 4月1日現在の完全念る財注目録を運輸大臣K提

出しすければ左らをい。当該各社は 19 4 7年 4月1日以降になける一

切の財産につきその取得若しくは処分を示す適当念記録を保存し念けれ

ば念らない。さらに当該各会社は一切の貸付金、配当、資本金変更その

他一切の金融の処理に関する記録を保存し在ければ宏ら左い。
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「別表〉制限港運会社名

東京港運株式会社

名古屋港連株式会社

大阪港運株式会社

大阪石炭運送株式会社

大阪河川遼送株式会社

神戸港湾作業株式会社

関門港運株式会社

横浜船舶荷役会社

東京船舶荷役会社

名古屋船舶荷役会社

名古屋泊岸荷役会社

神戸船舶荷役会社

神戸石炭作業会社

大阪治岸荷役会社

樹本表中大阪市岸荷役株式会社は実現しない。

(1) 昭和23年 12月10日大蔵省、運輸省告示。

閉鎖機関令第1条第2項の規定κょb次に掲げる会社を閉鎖機関とする。

同令第8条第 8項の規定により同会祉に関する一切の業務を指定業務に指

定する。

日掛日 23年 12月 10日 大蔵大臣

運輸大臣

東京港運、名古屋港選、大阪港還、神戸港湾作業、大阪港石炭運送、

大阪河川運送、関門港運

(2) 昭和 24年 1月12白総司令部民間運輸局覚書

上記7社は京浜運輸と同様左原則Kょb閉豊勝関整理委員会によ b整理解

体されるとととえr.fJ残りの6祉の処理念らびK上記の経済科学局覚書とは

無関係の6大港以外の港選会社の処理については昭和24年 1月12日総

司令部民間運輸局覚書ぐ註〉をもって、つぎのどと〈指示された。との覚

書によって港湾運送業等統制令第3条の規定による会社はfすでに閉鎖機

聞に指定のものを除き〉すべて所定期日までに再編成計画の提出を要する

ととと念った。

樹昭和24年 1月 12日総司令部民間運輸局覚書

昭和24年 1月 12日

「制限ステベ会社JVL関するコンフアレンヌ .メ モ
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1 ~4( 省略〉

5. i結論」 運輸省はつぎのどとく指令された。

(!) 現に業務活動を制限されているすべてのステベ会社より計画を提出せ

しめ承認を求めしめるとと。

(2) 旧港湾運送業等統制令の適用を受け、現K街活動しつつある他の日本

小港湾にないて要求せられた改革を実施するため適切合る措置をとる

とと。

(3) その際労働ボス制度の再生を禁止するととろの職業安定法会よび同法

施行規則をとoc強〈考慮するとと。
6.措置

(1) 制限ステベ会社は 1ヵ月以内に計図を提出すべし。

(2) 他の者については、 4月1日までκ検討を了ナベし。

(3) 港湾運送業等統制令廃止後忙なける港湾運送事情

昭和 22年 8月 15日を期 しての民間貿易再開K対処するため同

年 8月1日閣議了解「貿易物資増加に対処する重点港湾荷役緊急増

強対策J(註 1)が策定され、その対象港湾は京浜(横須賀を含む)

阪神、名古屋、 四日市、 清水、小樽、函館、佐世保、長崎、三池、

若松、八幡、室蘭とされた。

かくて昭和21年末陀は戦時中陸送転移と左っていた石炭等大量

貨物の海送転移の基本方針が閣議決定され、翌昭和 22年秋からは

とれが強行策として若松、唐津、苅田、等の各港の石炭積出荷役力

と相候って揚地であ忌阪神、京浜、伊勢湾諸港の荷役力の双方の整

備対策が講ぜられた。また昭和 23年 12月 28日から翌 24年 2

月末日まで「冬期海上輸送力増強対策」が実施され、その対策中の

港湾荷役部門として本対策実施要領、実施細目:が定められた。(註2)

なな、神戸港K訟ける船内労務下請禁止が昭和 24年 5月総司令

部覚書Kよって実施されたが、その後、総司令部の監督が漸次廃止
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される陀伴って、との覚書もまた廃止と在った。

f註 1) 貿易物資増加に対処する重点港湾荷役緊急増強対策f昭和21年 8月

1日閣議了解〉

1. 外国船K対しては 24時間作業を実施本船速発を確実に行うととも

に貯水切能力を2割増強する。

2 各地荷役改善協会等を活用し労務者厚生施設の整備強化を図る。

3. 労務加配米の確保、とれがため政府直配の実施。

4. 港湾作業料の自由支払。

5. マニラロープ、麻布、その他荷役用資材の確保。

6 貨車の配車充実と回転率増強並びK小運送力の充実。

7. 鮮、曳船の維持補修の強力*る実施、とれがため必要走資材、資金

の手当o

"!.c ;I;~特に横浜港に対しては輸入食糧輸送対策本部の強化、高島浅橋

臨港地帯の倉庫、荷役機械等の整備静水路の波深。

「註2) 実施要領の(4) 港湾荷役カを強化し滞船時聞の短縮を図るため港湾労

務者K労需物資の特配を実施し勤労意欲の昂揚を図り併せて作業用資

材特にシート及び24時間作業を実施し得る電力の確保を図る。念な

荷役機械、解及び曳船の修理整備を促進するため所要資金の確保を図

る。

実施細自の(6) 港湾作業会社、 船舶、荷主、その他関係機関相互間の

連絡を密接κするため必要κ応じ各港毎κ港湾荷役協議会等を設ける。

左卦右K準ずる既設機関はこれを活用する。

実施細目の(7) 各港に沿いて鮮の回転率及び荷役労務者の荷扱量の向

上等Kついて月間又は旬聞の具体的自擦を掲げ作業の能率化運動を実

施する。



可

i。。
(付) (A) 太平洋戦争直前忙なける本邦港湾の態勢目次

1. 企画院の出現(昭和 12年 10月)

2. 国家総動員法(昭和13年4月法律芳 55号)

3. 昭和 14年度交通電力動員計画

4. 自治統制としての海運組合法(昭和 14年 4月法律才的

号)、海運組合法施行令(昭和 14年 12月勅令才845

号)による静船b よび曳船業の海上小運送業指定

5. 海運統制令(昭和 15年 2月、勅令芳 38号)

6. 基本国策要綱(昭和 15年 8月 21日閣議決定)

7. 海運統制国策要綱(昭和15年 9月27日閣議決定)

8. 交通政策要綱(昭和 16年 2月 14日閣議決定〉

9. 日満支経済協議会(昭和 16年 2月25日閣議決定)

10. 港湾運送業等統制方針要綱

(付) (B) 政府方針K基づく本邦戦時港湾施策関係目次

1. 戦時輸送委員会(昭和 17年 1月 11日設置)

2 戦時港湾荷役力緊急増強策ニ関スル件(昭和 17年11 

月 10日閣議決定〕

3. 港湾荷役増強連絡組織ニ関スル件(昭和 17年 11月

1 6日閣議決定)

4. 海務官、港務監督、荷役指令所、荷役補助班の設置(海

務官は政府、海務監督は船舶運営会、荷役指令所は軍官

民合荷役補助班は船舶運営会がそれぞれ設置した。

5. 船舶貨物総揚制度実施要綱bよび海務院次長のラン制度

採用芦明(昭和 18年 4月)

6. 港湾行政の運営K関する応急措置(昭和 18年 8月 10 
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日閣議決定〉

7. 関税法戦時特例(昭和18年 4月23日勅令芳 396号)

8. 関税法戦時特例施行規則(昭和 18年大蔵省方 31号)

9. 運輸通信省陀よる港湾行政の一元化(昭和18年 11月

1日運輸通信省新設)

10. 荷役機械動員実施要綱(昭和 19年 2月25日閣議決定〉

11. 海上輸送力非常動員実施方針要領(昭和19年 2月 29 

日閣議決定)

12. 海上輸送力非常動員強調期間実施要綱(昭和 19年 3月

9日運輸通信省発表〉

13. 海上輸送力非常動員推進本部設置要綱(昭和 19年 3月

6日運輸通信省発表)

14. 倉庫業統制要綱(昭和 19年 8月24日簡議決定〉

15. 統制会社設立命令(昭和19年 4月 1日運輸通信省告示

才 141号〉

16. 港湾工事の一時的中止(昭和 19年8月30日閣議報告)

17. 許可認可等臨時措置令(昭和 19年 5月 19日勅令才 8

5 1号)陀よる港湾運送業等統制令関係事項の地方移譲。

18. 行政査察(昭和 19年4月山下亀三郎首班の南鮮中継輸

送陀関寸る査察〉

19. 貨物の疎開(昭和 19年 8月3日次官会議決定)

20. 倉庫建物の疎開(昭和20年 3月19日次官会議決定)

21. 朝鮮人労務者内地送出方法ノ強化ニ関スル件(昭和 19 

年 8月 28日厚生省次官通牒〉

22. 港運会社及び倉庫会社の軍需充足会社指定(昭和 20年

1月27日勅令:<1'36号箪需充足会社令、昭和 18年10

月法律才 10 8号軍需会社令〉
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昭和 20年 2月1日港湾業者 34社、日本倉庫株式会社

の 6大港支社が軍需充足会社陀指定された。

23. 港運関係会社の事業場指定

昭和 16年 12月6日勅令才 10 6 3号労務調整会7f2

条適用事業場参照、昭和 19年 7月1日現在、港運関係

会社の事業場指定、才一種事業場11社、才二種事業場

1 0社、方三種事業場 16社

24. 海運総監部(昭和20年 5月1日設置)

25. 揚搭指揮官

26. 揚搭作業実施(昭和 20年 5月 15目、船内荷役、治岸

荷役、倉入一貫作業)




